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第１章 対象施設と計画期間等                       

１ 消防施設個別施設計画の趣旨と位置付け 

 ⑴ 消防施設個別施設計画策定の趣旨 

   本個別施設計画は、「尾張旭市公共施設等総合管理計画」以下、「総合管理計画」と

いう。）に基づき、施設類型ごとの方向性を示すため、消防施設の基本的な機能や設

備の基本方針を踏まえ、効率的かつ効果的に整備していくための修繕計画などを示す

ために策定します。 

 

 ⑵ 位置付け 

本計画は、総合管理計画において策定することとされている個別施設計画になり、

図１－１に示した位置付けとなります。 

また、本計画の目的は、総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を

定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状況や、維持管理・更新

等に係る対策の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期等を定めたものです。 

 

【図 1-1：個別施設計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 消防庁舎整備基本方針との関係性 

   平成３０年度に消防本部において策定された「消防庁舎整備基本方針」には、消防

を取り巻く環境及び消防庁舎が抱える様々な課題に対する諸条件が整理されていま

す。庁舎の整備については、消防庁舎基本方針を基に個別施設計画の内容を実施して

いく必要があります。 

 

【図 1-2：消防庁舎整備基本方針】 
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２ 対象施設 

本計画の対象施設は、本市が所有する消防防災拠点のうち、下表のとおり、６棟から

なる消防施設とします。また、各建物の配置状況は図１－３のとおりです。 

 

（令和２年４月１日時点）   

用途 建物名称 建築（工事）年 経過年数 構造 延床面積(㎡) 

消防署 

東庁舎 昭和４７年（１９７２年） ４８年 ＲＣ造 907.33 

西庁舎 平成 ２年（１９９０年） ３０年 ＲＣ造 1,255.64 

西車庫 平成 ４年（１９９２年） ２７年 Ｓ造 107.72 

倉庫 平成 ８年（１９９６年） ２４年 Ｓ造 12.73 

北倉庫 平成１８年（２００６年） １４年 Ｓ造 68.57 

救急活動用消毒施設 平成２３年（２０１１年） ９年 Ｓ造 71.17 

 

【図 1-3：消防施設敷地内各建物配置状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、上位計画である総合管理計画の計画期間と合わせ、令和２年度

（２０２０年度）から令和３８年度（２０５６年）までとします。ただし、人口動態や

社会環境など消防需要の変化へ柔軟に対応できるよう、計画期間内であっても本計画の

見直しが必要と判断された場合には、適宜、計画の改訂を行います。 

なお、対策内容と実施時期については、本計画の計画年度にかかわらず、状況に応じ

て、逐次変更することがあります。 

                                         

Ｎ 
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第２章 消防施設の状態                          

１ 消防庁舎施設設備現況調査結果 

  平成２９年度に実施した消防庁舎施設設備現況調査において、消防本部東庁舎及び西

庁舎の躯体の健全度調査及び設備配管調査を行いました。その結果は下記のとおりとな

ります。 

 

⑴ 躯体 

○ コンクリート圧縮強度試験結果 

    コンクリート圧縮強度は消防本部東庁舎で21.7N/mm²～32.5 N/mm²、消防本部西庁

舎で22.8 N/mm²～31.2 N/mm² であった。試験結果と設計基準強度を比較すると、全

ての箇所において設計基準強度を上回っています。 

【表 2-1 コンクリート圧縮強度試験結果】 

建物名称 階 供試体番号 
直径

（㎜） 

高さ

（㎜） 

高さと 

直径の比 

補正前 

圧縮強度 

(N/mm²) 

補正後 

圧縮強度 

(N/mm²) 

消防本部

東庁舎 

2 
東-2-N-1 99.8 150.8 1.51 33.9 32.5 

東-2-W-1 99.7 118.3 1.19 23.6 21.7 

1 
東-1-N-1 99.7 123.6 1.24 29.7 27.6 

東-1-W-1 99.7 135.4 1.36 28.8 27.4 

消防本部

西庁舎 

2 
西-2-S-1 99.8 117.9 1.18 24.8 22.8 

西-2-W-1 99.8 133.3 1.34 33.2 31.2 

1 
西-1-N-1 99.8 166.3 1.67 28.8 27.9 

西-1-W-1 99.8 178.3 1.79 27.0 26.5 

備考 

消防本部東庁舎 210kgf/㎝² 

設計基準強度          (20.6 N/mm²) 

  (Fc)    消防本部西庁舎 180kgf/cm² 

                (17.7 N/mm²) 
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  ○ コンクリートの中性化深さ測定結果 

    中性化深さの平均値は消防本部東庁舎で1.8 ㎜～16.3 ㎜、消防本部西庁舎で

0.9mm～13.6mm でした。 

【表2-2：コンクリート中性化深さ測定結果】 

建物名称 階 
供試体

番号 
用途 方向 

コンクリート中性化深さ(mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 平均 最大 

消防本部

東庁舎 

2 

東-2-N-1 内部 筒元 0.0 1.5 2.0 1.5 16.0 15.0 8.0 12.0 7.0 16.0 

東-2-W-1 外部 筒元 1.5 1.0 1.5 2.0 2.0 4.5 9.0 6.0 3.4 9.0 

1 

東-1-N-1 外部 筒元 0.0 4.0 3.0 1.5 0.0 2.5 1.0 2.0 1.8 4.0 

東-1-W-1 内部 筒元 14.0 15.0 16.5 19.0 22.0 16.0 16.5 11.0 16.3 22.0 

消防本部

西庁舎 

2 

西-2-S-1 

内部 筒元 13.0 12.5 15.0 16.0 16.0 18.0 5.0 13.0 13.6 18.0 

外部 筒先 0.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.5 3.0 1.0 1.5 3.0 

西-2-W-1 内部 筒元 1.5 6.0 3.0 2.0 3.0 3.0 0.0 7.5 3.1 7.5 

1 

西-1-N-1 内部 筒元 0.0 1.0 0.5 1.5 1.0 1.0 1.5 5.5 1.6 5.5 

西-1-W-1 外部 筒元 1.0 1.5 0.0 2.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.9 2.0 

 

 

  ○ 鉄筋腐食度調査・かぶり厚さ調査結果 

    鉄筋腐食度調査・かぶり厚さ調査結果及び鉄筋腐食度の判定表は、下記のとおり

です。 

【表 2-3：鉄筋腐食度調査・かぶり厚さ調査結果】 

建物名称 階 
調査番

号 

用途

部位 
仕上げ状態 

仕上げ

厚さ 

かぶり

厚さ 

鉄筋グ

レード 

鉄筋

種別 
鉄筋径 

消防本部

東庁舎 

2 東-2-N-2 

内部

壁 

モルタル(24mm)+塗装 24mm 74mm 

縦筋:Ⅱ 

丸鋼 

縦筋:8.8mm 

横筋:Ⅱ 横筋:8.7mm 

1 東-1-W-2 モルタル(20mm)+クロス 20mm 42mm 

縦筋:Ⅰ 縦筋:8.7mm 

横筋:Ⅰ 横筋:9.0mm 

消防本部

西庁舎 

2 西-2-W-2 モルタル(24mm)+塗装 24mm 45mm 

縦筋:Ⅱ 

異形 

縦筋:9.6mm 

横筋:Ⅱ 横筋:9.6mm 

1 西-1-N-2 モルタル(24mm) 24mm 42mm 

縦筋:Ⅰ 縦筋:9.9mm 

横筋:Ⅰ 横筋:9.8mm 

 

【表 2-4：鉄筋腐食度の判定】 

鉄筋腐食度 鉄筋の状態 

Ｉ 黒皮の状態、又は発錆しているが、全体に薄く緻密でコンクリート面に付着していない。 

Ⅱ 部分的に浮き錆があるが、斑点状程度である。 

Ⅲ 目視で断面欠損は認められないが、鉄筋の全周又は全長にわたって浮き錆が生じている。 

Ⅳ 断面欠損を生じている。 
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○ 中性化による劣化予測 

  【東庁舎】 

試験内容 東-2-N-1 東-2-W-1 東-1-N-1 東-1-W-1,2 採用値 

かぶり厚さ(mm) 74 - - 42 58.0 

鉄筋腐食 Ⅱ - - Ⅰ - 

中性化深さ(平均値)(mm) 7.0 3.4 1.8 16.3 7.1 

 

劣化度進行予測 

    

    

    

    

 

 【西庁舎】 

試験内容 西-2-S-1 西-2-W-1,2 西-1-N-1,2 西-1-W-1 採用値 

かぶり厚さ(mm) - 45 42 - 43.5 

鉄筋腐食 - Ⅱ Ⅰ - - 

中性化深さ(平均値)(mm) 13.6 3.1 1.6 0.9 4.8 

 

劣化度進行予測 

    

    

    

    

 

 

 

  ● 健全度判定結果 

 耐久年数（平均年） 残存年数（年） 

東庁舎 100 年以上 100 年以上 

西庁舎 100 年以上 100 年以上 

        ※ただし、局部的には残存年数が小さくなる可能性有 
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⑵ 設備配管 

   エックス線調査及び内視鏡調査の結果に対する調査結果評価 

調査対象配管 
観察事項調査

方法 

総

合

評

価 

改

修

の

有

無 

所見 

排

水

管 

東

庁

舎 

東-2-排-1 

管内面の状態

（内視鏡調査） 
４ 有 

・SGP²+VP（配管用炭素鋼鋼管）使用 

     （硬質塩化ビニル管）使用（１階一部分） 

 調査を行ったすべての排水管において付着物及び堆積

物により 40％程度おＮ閉塞が確認された。 

 また、東-1-排-1 においては発錆が確認された。 

東-1-排-1 

東-1-排-2 

管内外面の劣化

状態（エックス

線調査） 

４ 無 

・SGP（配管用炭素鋼鋼管）使用 

 調査の結果東-1-排-2 には SGPが使用されていると思

われる。 

 管内全面に腐食が確認され、使用年数も 45 年と長期に

渡ることから更新等の計画を立てる時期に来ているも

のと思われる。 

西

庁

舎 

西-2-排-1 

管内面の状態

（内視鏡調査） 
３ 無 

・VP（硬質塩化ビニル管）使用 

 調査の結果、いずれの配管においても VP 管が使用され

ており、付着物及び堆積物により 20～30％程度の閉塞

が確認された。 

 また、西-2-排-1 においては停滞水が見られる箇所が

あった。 

西-1-排-1 

給

水

管 

東

庁

舎 

東-屋-給-2 

管内外面の劣化

状態（エックス

線調査） 

５ 無 

・SGP（配管用炭素鋼鋼管）使用 

 調査の結果、管内全面に著しい腐食が確認された。 

 計算結果からも直観部で確認されたものと同程度の腐

食が継手部で発生したとするといつどこで漏水が起こっ

てもおかしくない状態であると思われる。 

 使用年数も長期に渡ることから早急な対策が必要と思

われる。 

 ※本調査対象外の系統では、2001 年に改修済の部分も

ある。 

＜評価基準＞ 

1：健全な状態 

2：ほぼ健全な状態 

3：初期劣化状態（10 年以内に対応、清掃等を実施） 

4：中期劣化状態（5年以内に対応、更新等を実施） 

5：終期劣化状態（早急（2・3年以内）な対応、更新等を実施） 
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２ 劣化状況調査結果 

   ＜総合評価表＞ 

施設名 消防本部・消防署 

建物名 東庁舎 西庁舎 西車庫 倉庫 北倉庫 救急消毒用施設 

建
物
基
本
情
報 

試算上の区分 長寿命化 長寿命化 長寿命化 長寿命化 長寿命化 長寿命化 

構造躯体（資産老

朽化比率） 
92％ 56％ 82.5％ 69.3％ 39.6％ 23.1％ 

構造躯体以外（劣

化状況調査結果に

よる健全度） 

31 65 75 75 93 100 

維持管理費（１㎡あたり

の維持管理費平均） 

11,164,371 円 

（4,592 円） 

 

   ＜建物評価表＞ 

建
物
基
本
情
報 

施設番号 Ｂ101 

施設名 東庁舎 西庁舎 西車庫 倉庫 北倉庫 救急消毒用施設 

建築年度 昭和 47 年 平成 2 年 平成 4 年 平成 8 年 平成 18 年 平成 23 年 

構造種別 ＲＣ造 ＲＣ造 Ｓ造 Ｓ造 Ｓ造 Ｓ造 

耐用年数 50 50 31 31 31 31 

延床面積 907.33 ㎡ 1,255.64 ㎡ 115.75 ㎡ 12.73 ㎡ 68.57 ㎡ 71.17 ㎡ 

構
造
躯
体
の
健
全
性 

耐震基準 旧耐震基準 新耐震基準 新耐震基準 新耐震基準 新耐震基準 新耐震基準 

耐震診断 不合格 合格 合格 合格 合格 合格 

耐震補強 実施済 不要 不要 不要 不要 不要 

著しい腐食や劣化 なし なし なし なし なし なし 

資産老朽化比率 92％ 56％ 82.5％ 69.3％ 39.6％ 23.1％ 

構
造
躯
体
以
外
の
健
全
性 

屋根・屋上 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

外壁 Ｄ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 

内部仕上 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

電気設備 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

機械設備 Ｄ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

健全度 31 65 75 75 93 100 

 

＜維持管理費一覧＞ 

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 5 年間の平均 

10,978,644 円 10,226,901 円 11,204,074 円 11,949,129 円 11,463,109 円 11,164,371 円 

延床面積 １㎡あたりの維持管理費平均 

2,431.19 ㎡ 4,592 円 

 ※過去５年間の工事請負費を除く 

 ※施設毎に維持管理費を明確に算出することができないため、全施設の合計費用として 

 いる。                                      
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第３章 対策の優先順位の考え方                      

 

１ 建物の優先順位や集約の考え方 

  消防施設は昭和４６年に建設された東庁舎、平成元年に増築された西庁舎をはじめ、

その後も消防需要の高まりにより建設された西車庫なども含め、計６棟からなります。 

本市の消防行政はこの施設を拠点とし、今日まで市唯一の消防施設として、救急要請

や火災要請等の各種災害などに対応してきました。今後においても複雑化が予測される

風水害や南海トラフ地震等の大規模災害に対応していく必要があります。今後も消防需

要が変化していく中で、各種災害に適切に対応し、市民の安全・安心を守るため、消防

施設は市の主要施設かつ市唯一の消防施設として、継続して適切な整備をしていく必要

があります。 

 

２ 整備の優先順位の考え方 

  厳しい財政状況や消防行政サービスの効率化のため、建物の長寿命化工事を基本とし

て整備の検討を進めます。また、一定程度の判断基準を設置し、優先すべき整備の検討

を行い決定する必要があります。 

  そのため、判断基準として、下表のとおり消防施設の安全性、機能性、経済性、代替

性、社会性、特殊性の６つの視点から総合的に判断を行います。 

  ただし、既に安全性が損なわれている、機能性が低下している施設については、優先

的に整備を実施することとします。 

  それらを踏まえ、建物の老朽度の観点から、最も老朽度の高い東庁舎の整備を早急に

進めることとしますが、東庁舎に増築されている西庁舎をはじめ、各消防施設の劣化状

況や用途等を総合的に勘案し、効率的かつ効果的な整備の検討を行い、整備を進めるこ

ととします。 

視点 判断内容 

安全性 

災害時や現状のまま放置しておくと利用者に対して、直接または間接に、人的及び物理的被害を及ぼす

恐れがあるもの 

（例：消防設備の不備、部材等の落下） 

施設及び敷地において、悪影響を及ぼす恐れがあるもの 

（例：換気や通風不足による異臭、機器故障による異音） 

改修により施設の長寿命化・耐震化・機能改善が見込まれるもの 

（例：屋根防水の改修、外壁塗装、亀裂補修等、躯体の構造的強度の低下防止のための改修） 

機能性 
設置当初の要求事項が満たせなくなったもの 

（例：漏水・雨漏り、設備機器の故障による利用停止） 

経済性 
予防保全によるライフサイクルコストの低減が見込まれるもの 

（例：早期対応により、損害の拡大・費用増大を防止できるもの） 

代替性 
施設や機能として替えが効かない又は故障時において、部品等の確保が困難なもの 

（例：形式失効等による部品が入手できない） 

社会性 
市民や社会のニーズの変化により、利用者満足度を満たせなくなったもの 

（例：面積や部屋数の不足、LED電灯への交換、バリアフリー、省エネルギー化等） 

消防 

特殊性 

災害対応時等において、消防活動に悪影響を及ぼす恐れがあるもの 

（例：非効率的な出動動線、出動車両を庁舎車庫に配備できない等） 
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第４章 対策内容と実施時期                        

１ 対策の考え方 

  公共施設等総合管理計画に基づき、今後は、これまでのような施設に不具合等が生じ

てから対応する「事後保全」ではなく、不具合等が生じる前に適切な処置を施す「予防

保全」の考え方のもと、①施設の日常点検等の実施、②点検結果の記録、③コスト情報

の記録、④利用状況（利用者数、利用内容等）の記録、⑤その他改善等要望の記録、⑥

工事事業の内容（工事費や工事箇所、実施予定時期等）の登録、⑦工事実績の登録を行

い、施設が適切かつ安全に利用されているか施設データを蓄積し、維持管理を行ってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、各施設に対して、設備の耐用年数と比較し、現在まで更新されてこなかった設

備については、積み残しとして算定した費用と目標耐用年数を８０年としたときの建替

え年を下記に示します。 

 積み残し（千円）※ 目標建替え年（築後 80年後） 

東庁舎 111,583 2050 

西庁舎 168,023 2068 

西車庫 3,120 2071 

倉庫 351 2075 

北倉庫 881 2084 

救急活動用消毒施設 0 2089 

※２０２８年まで 

 

 

 

                                           

解体・
建替え 
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化 

建設当初の機能・性能レベル 

修
繕 

老朽化や劣化の放置により、施設の

機能・性能の低下や重大なアクシデ

ントが発生する恐れが高くなる。 

アクシデント発生後への対応や施設

の改修等による財政負担の増加 

修
繕 

修
繕 

修
繕 

改
修 

従来の耐用年数 目標耐用年数 



 

10 
 

２ 修繕計画 

  計画的に施設の長寿命化工事や建替えを実施するにあたり、官庁施設情報管理システ

ム（BIMMS-N）（以下、「BIMMS」という。）に基づいて得られたデータにより、別表のと

おり今後の修繕計画を作成しました。 

  東庁舎の修繕計画については、現状の東庁舎の老朽化度に早期に対応する必要があり

ます。しかし、現状の消防庁舎は、消防活動上良好ではない諸室状況及び配置となって

いるため、設備の更新等の整備をすることに加え、現代の社会情勢や公共施設として必

要な整備をすることも求められています。 

また、これまで更新されてこなかった積み残し分、今後の建替え年までの期間（２０

５０年に建替え予定）などを考慮し、今後の計画的な施設整備の検討を踏まえ、早期に

実施する整備方法は、下記のとおり２つの場合が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 【ケース１】 

  東庁舎については、目標耐用年数である建築後８０年まで使用することを踏まえ、積

み残し分と建物設備の機能や性能を引き上げる長寿命化改修を行います。 

  西庁舎については、積み残し分と諸室配置の変更を含んだ大規模改修を行います。 

 

 【ケース２】 

  東庁舎については、積み残し分にかかる費用を建替え費用に充て、早期に建替えを行

います。早期に負担する費用がケース１より増額しますが、今後を踏まえた全体的な費

用としては、積み残し分の費用が抑えられます。 

  西庁舎については、ケース１と同様です。 

 

３ 消防の特殊性 

  消防庁舎は、他の公共施設とは異なり、２４時間災害対応する必要があることから整

備中においては、常時災害対応を担保する必要があり、これらの諸事情を熟慮し、総合

的に判断する必要があります。以下の項目は常時運用できる体制の維持に必要なもので

あり、消防庁舎整備基本方針に詳細な整備の考え方等を定めているものです。 

① 無線機器等の特殊機材を備える必要があります。 

② ２４時間勤務に伴う、仮眠室及び待機室等を整備する必要があります。 

③ 消防車両の保管及び出動に支障のないように一定のスペースを確保する必要があり

ます。 

※ 消防庁舎の整備については、特殊な施設であることから各種計画を基に検討し、整備

する必要があります。 

 

                                          

ケース１ 

ケース２ 

東庁舎の大規模改修＋西庁舎の大規模改修 

東庁舎の建替え＋西庁舎の大規模改修 
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第５章 対策費用                            

１ 修繕計画における更新費用額 

  目標耐用年数を８０年と設定した修繕計画によって得られた２０５６年までの更新費

用額は下記のとおりです。 

 

                     【ケース２】計画期間の対策費用額 
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消防本部・消防署 個別施設計画における更新費用額

建替え 大規模改修 大規模改修積み残し
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消防本部・消防署 個別施設計画における更新費用額

建替え 大規模改修 大規模改修積み残し

1年あたり

40年間総額

8.6億円

0.2 億円

ケース２ 

東庁舎 ５６０，４６０千円 

西庁舎 ７８５，２６５千円 

西車庫 ６０，３８２千円 

倉庫 ７，８９５千円 

北倉庫 ３２，０４８千円 

救急活動用消毒施設 １７，０１９千円 

合計 １，４６３，０７０千円 

 

東庁舎 ４４２，５７２千円 

西庁舎 ３４９，８２５千円 

西車庫 ２４，７８０千円 

倉庫 ３，６３８千円 

北倉庫 １４，５４３千円 

救急活動用消毒施設 １９，６５０千円 

合計 ８５５，００８千円 

 

【ケース１】計画期間の対策費用額 
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２ 尾張旭市公共施設総合管理計画における更新費用額 

尾張旭市公共施設総合管理計画では、大規模改修を建築後３０年、耐用年数を６０年

と仮定しています。その際の各施設の２０５６年までの更新費用額は下記のとおりで

す。 

   

消防施設の更新単価（大規模改修：２５万円/㎡、建替え：４０万円/㎡） 

東庁舎 

３０年経過時の大規模改修（２０００年） ２５万円×９０７.３３㎡＝２２６，８３３千円 

６０年経過時の建替え（２０３０年） ４０万円×９０７.３３㎡＝３６２，９３２千円 

合計 ５８９，７６５千円 

 

西庁舎 

３０年経過時の大規模改修（２０１８年） ２５万円×１，２５５.６４㎡＝３１３，９１０千円 

６０年経過時の建替え（２０４８年） ４０万円×１，２５５.６４㎡＝５０２，２５６千円 

合計 ８１６，１６６千円 

 

西車庫 

３０年経過時の大規模改修（２０２１年） ２５万円×１１５.７５㎡＝２８，９３８千円 

６０年経過時の建替え（２０５１年） ４０万円×１１５.７５㎡＝４６，３００千円 

合計 ７５，２３８千円 

 

倉庫 

３０年経過時の大規模改修（２０２５年） ２５万円×１２.７３㎡＝３，１８３千円 

６０年経過時の建替え（２０５５年） ４０万円×１２.７３㎡＝５，０９２千円 

合計 ８，２７５千円 

 

北倉庫 

３０年経過時の大規模改修（２０３４年） ２５万円×６８.５７㎡＝１７，１４３千円 

６０年経過時の建替え（２０６４年） － 

合計 １７，１４３千円 

 

救急活動用消毒施設 

３０年経過時の大規模改修（２０３９年） ２５万円×７１.１７㎡＝１７，７９３千円 

６０年経過時の建替え（２０６９年） － 

合計 １７，７９３千円 

 

更新費用合計 １，５２４，３８０千円 
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３ 長寿命化による効果額 

目標耐用年数を８０年と設定した修繕計画によって得られた更新費用額と、耐用年数

を６０年と仮定し試算した総合管理計画における更新費用額とを比較し、効果額（総合

管理計画への影響額）を算出します。 

 

【ケース１】 

 修繕計画における更新費用額 １，４６３，０７０千円 

  － 総合管理計画における更新費用額 １，５２４，３８０千円 

   ＝ －６１，３１０千円 

 

【ケース２】 

 修繕計画における更新費用額 ８５５，００８千円 

  － 総合管理計画における更新費用額 １，５２４，３８０千円 

   ＝ －６６９，３７２千円 
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消防本部・消防署 総合管理計画における更新費用試算額

建替え 大規模改修 大規模改修積み残し

1年あたり

40年間総額

15.2 億円

0.4 億円




